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Ⅰ 概要 

１． 調達物品名及び構成内訳 

（調達物品） 

 放射線科内婦人科内診室内診ユニット  １式 

（構成内訳） 

 婦人科内診台      １台 

 器械掛け     ２個 

 汚水ロート 金網     1個 

 診療ユニット     1台 

 トレーセット ポール取付け式   ２個 

 診療ユニット取付け LED ライト   1台 

但し、上記機器の搬入、取付、調整を含む。 

 

２．技術的要件の概要 

本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」と

いう。）は以下に示すとおりである。 

以下に示す技術的要件は当センターが必要とする最低限の要件を示している。 

 

Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件 

（機能、性能に関する要件） 

１．放射線科内婦人科内診室内診ユニット 

1-1 婦人科内診台は、以下の要件を満たすこと。 

1-1-1  最低位が 43㎝以下と低く患者が安全に乗り降り出来ること。 

1-1-2  フットスイッチがコードレスであること。 

1-1-3  汚水ロートが電動で出し入れ可能であり、完全に収納可能であること。 

1-1-4  片足だけの開脚が可能であること。 

1-1-5  腰板を単独で傾斜させることが出来ること。 

1-1-6  フルフラットの安静体位に移行出来ること。 

1-1-7  肘受けは可倒式であること。 

1-1-8  診察体位は 2ポジション設定可能であること。 

1-1-9  本体横のスイッチで開脚・背の上下操作が可能であること。 

1-1-10  クスコーを掛けられる器械掛けを有すること。 

1-1-11  動作開始時に音声で案内する機能を有すること。 

1-1-12  患者の足を股受けに乗せたままフラット体位へ移行が可能であること。 

 

1-2 診療ユニットは、以下の要件を満たすこと 

1-2-1  本体に引出し、収納スペースを有すること。 

1-2-2  ストッパー付きのキャスターを有すること。 



1-2-3  明るさと色合いを調整可能な LED ライトを有すること。 

1-2-4  フットスイッチで ON/OFF可能な LED ライトを有すること。 

1-2-5  器具を収納出来るトレーを有すること。 

 

Ⅲ その他 

（機能、性能以外に関する要件） 

１．機器搬入等 

1-1  機器搬入及び据付・調整は、受注者が責任を持って行うこと。 

1-2  調整後、装置が正常に作動するよう当センター職員が立会いの上で試運転を行うこと。 

1-3  機器搬入の際、当センターの建物及び物品の破損には細心の注意を払うこと。 

 

２．職員研修、技術支援 

医師及び看護師が操作方法を熟知し、確実な検査体制が出来るまで受注者が責任を持って研修技術

支援を行うこと。 

 

３．保守、点検及び緊急支援体制 

3-1  納品後１年間は保証期間とし、正常な使用状態において発生した障害については、無償にて

修理又は交換を行うこと。 

3-2  緊急故障時には、早急に復旧できる体制を有すること。 

 

４．設備条件 

4-1  調達に関連し、当センターの１次側設備以外に必要となった場合の電源設備、給排水設備、空

調設備、通信設備は全て受注者の負担とする。 

4-2  入札機器導入に必要な搬入・据付・調整は請負者の負担とするものとし、日常業務に支障がな

いように行うこと。天井及び天井内に設置する機器があれば当センター職員の指示を受け、受

注者の負担にて取り付け、復旧すること。 

4-3  また、機器の搬入・据付時に建物及び物品に損傷が起きた場合、受注者が責任をもって現状

復帰すること。 

 

５．納入期限 

令和 ５年 ３月 ３１日 

 

６．設置場所 

大阪市中央区大手前 3-1-69  

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 

地下１階 放射線腫瘍科 

 

 



７．その他 

7-1  入札機器のうち医薬品医療機器等法に基づく製造承認が必要な医療機器に関しては、入札時

点で同法に定められている製造の承認を得ている物品であること。 

7-2  装置の撤去、運搬、据付調整、検査及び職員研修にかかる諸費用はすべて受注者の負担とし、

装置の運搬、設置及び据付調整は所定の位置に納入期限までに速やかに行うこと。 

7-3  本調達物品の納品にあたり知り得た情報等の使用及び第三者への提供並びに情報等複の複

写及び複製については厳に禁止する。このことは、業務終了後においても同様とする。 

7-4  当院指定の様式にて、機器の仕様データ（商品名、製造番号など）を提出すること。 


